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職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書の周知について 

（ご協力のお願い） 

 

 

 日頃は厚生労働行政の推進にご理解御協力頂き誠にありがとうございます。 

本年７月に職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会の報告書

がとりまとまり、公表いたしました。同報告書では、職場における化学物質等の

管理のあり方を大きく見直すことが提言されておりますので、今後の制度改正

に先だって、報告書に記載された内容について広く関係者に知って頂きたく、貴

団体関係者への周知につき、御協力方よろしくお願いいたします。 

なお、今般、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物

質情報管理センターのホームページに関連資料を掲載することと致しました。

今後、報告書の内容の紹介動画など、内容を充実していく予定ですので、ご活用

下さい。 

 

 

＜参考＞ 

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書を公表し

ます（2021年 7月 19日 厚生労働省報道発表資料） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19931.html 

 

独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理セ

ンターのホームページ 

https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html 
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報道関係者 各位

「職場における化学物質等の管理のあり⽅に関
する検討会」の報告書を公表します

〜化学物質への理解を⾼め、⾃律的な管理を基本とする仕組みへの⾒直し〜

 厚⽣労働省の「職場における化学物質等の管理のあり⽅に関する検討会」（座⻑︓城内博 （独）労働者健康安全機構労
働安全衛⽣総合研究所化学物質情報管理研究センター⻑）は、このたび、化学物質管理に関する規制の⾒直しについて報
告書をとりまとめましたので、公表します。

 現在、国内で輸⼊、製造、使⽤されている化学物質は数万種類に上り、その中には危険性や有害性が不明な物質も少な
くなく、法令規制対象外の物質が引き起こす労働災害が頻発しています。
 この課題について、令和元年９⽉に学識経験者、労使関係者による検討会を設置し、国際的な規制動向も踏まえ、15回
にわたり議論を重ね、職場における化学物質等の管理のあり⽅を検討してきました。

厚⽣労働省は、この報告書を受けて、速やかに労働安全衛⽣法に基づく関係法令の改正の検討を進める⽅針です。

報告書のポイント

基本的な考え⽅

労働者のばく露防⽌対策等を定めた化学物質規制体系を、化学物質ごとの個別具体的な法令による規制から、以
下を原則とする仕組み（⾃律的な管理）に⾒直す。

化学物質の⾃律的な管理のための実施体制の確⽴

ばく露濃度等の管理基準を定め、危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みを整備・拡充する。

事業者はその情報に基づいてリスクアセスメントを⾏い、ばく露防⽌のために講ずべき措置を⾃ら選択して実
⾏する

化学物質を譲渡・提供する場合のラベル表⽰・安全データシート（SDS） 交付を義務づける対象を、約2,9
00物質 （現在、約700物質）まで拡充する。 
  また、これらの物質の製造・取り扱いを⾏う場合、リスクアセスメントとその結果に基づく措置の実施を
義務づける。

※１

※２

※1 化学物質の性状、危険有害性、取り扱い上の留意点等を記載したデータシート。国連の定めた国際基準
（GHS）に基づき作成される。
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危険有害性情報の伝達強化

特定化学物質障害予防規則等に基づく個別の規制の柔軟化

がん等の遅発性疾病に関する対策の強化

※2 国によるGHSに基づく危険性・有害性の分類の結果、危険性・有害性の区分がある全ての物質

ラベル表⽰等を義務づける物質のうち、国がばく露限界値（労働者がばく露する濃度の上限値）を定める物質
は、その濃度以下で管理することを義務づける。

規制対象物質の製造または取り扱いを⾏うすべての事業場について、化学物質管理者の選任の義務づけや職⻑
教育、雇い⼊れ時と作業内容変更時に教育を⾏う対象業種を拡⼤する。

安全データシート（SDS）の内容充実（推奨⽤途と使⽤制限の項⽬追加等）と定期的な更新を義務づける。

事業場内で他の容器に移し替えるときのラベル表⽰等を義務づける。

特定化学物質等に関する健康診断を、⼀定の要件を満たす場合に緩和する。

化学物質の⾼濃度ばく露作業環境下でのばく露防⽌措置を強化する。

がんの集団発⽣時の報告を義務づける。

別添資料１ 化学物質規制の⾒直しについて（職場における化学物質等の管理のあり⽅に関する検討会報告書のポイ
ント）〜化学物質への理解を⾼め⾃律的な管理を基本とする仕組みへ〜［PDF形式︓2.4MB］

別添資料２ 職場における化学物質等の管理のあり⽅に関する検討会 報告書［PDF形式︓2.5MB］

PDFファイルを⾒るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは
無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。


